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審査・建議勧告事件月報

地裁管内
検察審査会

(集計表） 大阪令和 2 年 1 月分第1表
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(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員｣の各箇所に（）を付し,:内数として計
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審査･建議勧告事件月報

令和 2 年 2 月分
ヘノ

第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

(最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の｢旧受」及び｢合計」 ， 「既済人員」並びに.｢未済人員｣の各箇所に（）を付し，内数として

⑨

最高裁判所刑事局長殿
D ●

大阪一検事務局長
● ■

■
令

： 1．

処
理
区
分

受 理， 人 員

旧
受

新 受

申
立
て

職
権
移

ゅ

9．

送：
早
●計

〈
ロ

計

既 済 人 員
●

■

●

｡

起
匙
訴
相
当

不
起
訴
不
当

不
起
訴
相
当

審
査
打
切
り

申
立
却
下

移

送

〈
ロ

計
、
。

未
済
入
員

第 2 段階の審 Ｑ

●
口

査

審
査
へ
開
始

起

訴
議
決

ゥ
。

起に

至
ら
ず

訴
議
決

Ｇ
ｏ
■
●

そ

の．

他

審
査
中

建
議
勧
告
件
数

当月
a

､

45 4 4 ､49，

■ ■

20 1 21 28
ケ
ダ

1月からの累計 26 26 30 2 32.

ｰ

備

考

●

6 －



］，圧4眉

審査Q建議勧告事件月報

令和 2‐ 年 3 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

、 今
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(注） 職権審査事件についてば 「受理人員」の｢旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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審査･建議勧告事件月報

令和 2 年 4 月分第1表 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会
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(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（)を付し，内数とし
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審査。建議勧告事件月報

地裁管内
検察審査会

(集計表) 大阪令和 2 年 5 月分第1表

(注） 職権審査事件については， 「受理人員］ ､の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」 'の各箇所に（）を付し，内数と
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審査9建議勧告事件月報

第1表 令和 2 年 6 月分 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受｣及び「合計」 ， 「既済人員」並びに｢未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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審査･建議勧告事件月報

第1表 令和 2 年 7 月分 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会
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(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の｢旧受」及び「合計」 ， 「既済人員］並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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審査・建議勧告事件月報
戸

令和 2 年 8 月分第1表 地裁管内
検察審査会

(集計表） 大阪

(最刑一）

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」， 「既済人員｣並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数とし
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審査・建議勧告事件月報

地裁管内
検察審査会

(集計表） 大阪令和 2 年 9 月分第1表
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審査・建議勧告事件月報

(集計表) 大阪 地裁管内
検察審査会

第1表 令和 2 年． 10 月分

二 J

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受｣及び｢合計］ ， ｢既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数と
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審査一建議勧告事件月報
地裁管内
検察審査会

(集計表） 大阪令和 2 年 11 月分第1表

(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」， 「既済人員」並びに［未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として
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審査・建議勧告事件月報

第1､表 令和 2 年 12 月分 (集計表） 大阪 地裁管内
検察審査会

（最刑一）
(注） 職権審査事件については， 「受理人員」の「旧受」及び「合計」 ， 「既済人員」並びに「未済人員」の各箇所に（）を付し，内数として計上する。
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